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環境確保条例に基づく土壌汚染対策制度の見直し

令和７年度 第１回土壌汚染対策検討委員会

資料１
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1．条例制度見直し経緯及び現行制度の概要

（令和６年度土壌汚染対策検討委員会資料２より再掲）



１-1 条例制度点検・見直しの背景
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施行から５年が経ち、都独自の地下水規定をはじめ各規定の施行における運用面の課題
法においても施行状況を踏まえて法制度の点検・見直しの議論を開始

⇒これらの状況を踏まえて条例制度についても、持続可能な土壌汚染対策や法との整合等の観点から
点検・見直しを実施

＜今後の土壌汚染対策制度の方向性＞
①環境規制に係る制度改善：

・必要な制度改善、国への要望、着実な運用等
②自主的取組の促進：

・自主的に持続可能な土壌汚染対策を選択できるための技術支援・啓発等
・特に中小事業者に対する取組みの後押し

③情報共有・管理：
・自然由来等土壌や地下水状況の実態把握
・オープンデータによる土地の利活用や確実な管理

⇒持続可能な土壌汚染対策が選択されるとともに、
土壌・地下水中の有害物質濃度等の情報が社会全体で共有・管理されている

東京都環境基本計画（令和４年９月発行）における土壌汚染対策の2050年のあるべき姿

■都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）平成31年4月1日 改正条例施行

⇒法との整合を図るとともに、都独自の地下水環境保全の観点から、地下水の調査や地下水汚染に係
る措置についての対策要件を見直し



・操業中の工場の900㎡以上の土地改変を対象に追加
・適用除外行為として、①管理行為（上下水道等）、②軽易な行為
（300㎡未満の改変）、③災害時の応急措置、を明確化

・調査実施期限を工場等廃止後120日以内”に変更（法と整合）
・調査猶予の規定を明文化(猶予条件:建物をそのまま利用する場合等）
・操業中の自主的な調査・対策を条例上の手続きとして報告可能に

・調査方法は、地下水調査を除き法の方法と同様とする
・法の調査報告書を、条例の調査報告書に活用でき、一部を合理化

1-２ 平成31年改正条例の概要
・法と同様の「健康リスク」を定義⇒飲用井戸情報収集等の規定追加、独自の「地下水環境保全」の考え方も保持
・自然由来の基準不適合土壌を、搬出時の規制部分について限定的に規制対象とする

２ 土壌汚染
情報の公開

・土壌汚染情報を記載した台帳を調製し、公開する規定を整備
⇒「汚染あり」（R6より無しや地歴も）と評価された土地を公開

３ 調査実施の契機

＜工場等＞

＜土地改変＞

法と同様の健康リスクベースの対策要件を取り入れつつ、条例の目的である地下水環
境保全のため、一定濃度を超える汚染がある時には対策を必要とする規定も導入

４ 対策の要件等

・汚染が残置された土地（汚染地）の改変時の届出義務
・自然由来等基準不適合土壌の搬出時の届出義務

５ 汚染地の
リスク管理

６ 法との重複
整理

１ 条例の目的
規制対象

７ その他 ・調査・対策義務違反時の勧告、公表規定を強化
・土地所有者等の調査や対策への協力義務を明文化
・最適な土壌汚染対策の促進に努める規定を指針に追加



1-３ 土壌汚染対策法と環境確保条例
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人の健康リスクの回避人の健康リスクの回避、
地下水環境の保全

守るべき
対象

土地所有者の状態責任
（汚染原因者責任、行為責任に
よる規定も一部あり）

汚染原因者責任
土地改変者の行為責任

責任の
考え方

・人への摂取経路の遮断のみ(摂
取経路がなければ対策不要)

・人への摂取経路の遮断は
最低限必要、地下水環境の
保全も含める

汚染への
対応姿勢

土壌調査土壌調査＋地下水調査土壌汚染
状況調査

6土壌汚染情報の保管・承継
基準不適合範囲・搬出土壌のリスク管理

土壌汚染状況調査

汚
染
あ
り

調査の契機の発生

土壌溶出量基準超過
（地下水を経由した摂取リスク）

土壌含有量基準超過
（直接摂取リスク）

健康被害の防
止のための措

置を実施

健康リスク
あり

対策の必要
なし

地下水汚染
の拡大防止
対策を実施

一定濃度
を超える
汚染あり

健康リスクなし
一定濃度を超え

る汚染なし

台帳の調製

汚染のおそれあり

（法）要措置区域等の指定
（条例）要対策区域等の設定

環境確保条例

東京都では、条例と法律に基づいた届出等が必要

土壌汚染対策法

地下水環境の保全の観点から条例では地下水調査を状況調査として規定
⇒法との一番の違い

地下水環境の保全＝第二地下水基準超えの地下水を対象地から出さない
※土壌汚染に起因するものに限る
（土壌溶出量基準適合で（第二）地下水基準超過だけでは非対象）

措置方法の選択や、地下水汚染拡大のおそれ
の判断に係る条例独自の基準

水濁法の
排水基準と同値

第二地下水基準



1-４ 直接摂取リスク
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7

含有量基準

不適合土壌

含有量基準

不適合土壌

舗 装

Ａ)人の出入りがあり、含有量
基準不適合土壌が露出
人が土壌に触れる
可能性がある。

Ｂ）人の出入りはあるが、
舗装等により含有量基準不適合土壌

が覆われている。
人が土壌に触れる可能性ない。

健康リスクなし健康リスクあり

法：要措置区域
条例：要対策区域

法：形質変更時要届出区域
条例：要管理区域



1-5 地下水を介した摂取リスク

条例独自

法：要措置区域
条例：要対策区域

条例：地下水汚染拡大防止区域

※第二溶出量基準不適合
又は第二地下水基準不適合

法：形質変更時要届出区域
条例：要管理区域 8



1-６ 措置が必要な場合

9
①の対策又は対象地境界において地下水の汚染状態が第二地下水基準以下であることを継続監
視する

・法、条例では、その土地に土壌汚染が存在しても、必ずしも土壌を取り除く等の措置は求めていない
・以下の場合は措置が必要

第二溶出量基準又は第二地下水基準を超える汚染がある土地では、飲用井戸等がない場合でも、対象地から第二地下水
基準を超える地下水が拡散しないように措置が必要です。

溶出量基準超過土壌を処理基準以下とするか、
適切に封じ込める

③含有量基準超過の場合
含有量基準超過土壌を除去するか被覆等を実
施する

①対象地境界において地下水が第二地下水基準超過の場合【措置範囲】第二溶出量基準を超える汚染土壌
又は、第二地下水基準を超える地
下水が存在する範囲

【措置目標】第二地下水基準を超える地下水
が対象地外へ流出することを防止

対象地境界において、地下水が第二地下水基準以下とする 又は封じ込めや地下水揚水等の方
法により地下水汚染の拡大を防止する

②対象地境界において地下水が第二地下水基準以下の場合

条例独自

措置が必要な場合 措置
【措置範囲】汚染土壌が存在する範囲
【措置目標】人への摂取経路の遮断

①溶出量基準超過かつ地下水基準超過の場合

②溶出量基準超過かつ地下水基準適合の場合
①の対策又は地下水の汚染状態が地下水基準
以下であることを確認する



1-７ 措置が不要な場合
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・以下の場合は措置不要。ただし、施工に伴う汚染拡散防止は図る必要あり

措置の種類

【対策範囲】改変を行う範囲
【対策目標】改変に伴う汚染拡散防止

・土地の改変に伴う土壌及び地下水の汚染の拡大
を防止する

・措置の完了時に一定濃度を超える汚染が拡散し
ないようにすること及び健康被害が生ずるおそ
れがない状態とすること

施工に伴う汚染拡散防止の方法として措置の
方法を準用する

含有量基準超過の土地において施工完了後に
は、要措置区域・要対策区域にならないように
被覆等が復旧されている必要がある

形質変更時要届出区域の指定を解除する場合
は、土壌汚染の除去措置の基準（法施行規則別
表第八の五）を満たす必要がある

溶出量基準超過

土壌汚染の除去、一定濃度を超える土壌汚染の除去※１、封じ込め、不溶化、地下水汚染の拡大の防止、地下水の水質の継続監視※2

※１：要措置区域・要対策区域では適用できない
※２：要措置区域・要対策区域では、地下水基準超過の場合、地下水汚染拡大防止区域では、対象地境界で第二地下水基準超過の場合は適用できない

含有量基準超過

土壌汚染の除去、土壌入換え、盛土、舗装、立入禁止

措置が不要な場合 措置



２．区市における条例116条の施行状況調査
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２-１ 116条施行に伴う区市への質問・回答に対する委員からの御意見

委員からの意見区市への質問

・ただし書きの定期報告を受けることについては、
法と整合を取る必要がある（鈴木委員）
・過去の事業場地歴を継承することを、検討する
必要がある（鈴木委員）
・環境に対する努力により、取り扱い物質は変
わってきている（石﨑委員）

・116条ただし書（調査猶予）に関して
・操業中における地歴契機の拡大に関して
・操業中の事業者における事業概要の

届出契機の検討について
・工場廃止者等・転得者に関して

調査前

・飲用井戸の三次元評価について、地下構造物の
影響なども踏まえて、検討が必要（徳永委員）

・起点、単位区画、高さについて
・条例汚染台帳制度に関して
・絞込み調査を指針事項とすることへの賛
否について
・飲用井戸に関して

調査

・地下水汚染拡大防止区域について
・深度絞込み、平面絞込み調査結果への対応について
・帯水層に関して
・土壌の３Ｒに関して

対策

令
和
6
年
度
報
告
済

今
回
報
告

※区市における施行状況調査は、23区と回答のあった24市の意見をとりまとめている
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２-１ 地下水汚染拡大防止区域

回答割合質問／回答

第二地下水基準超過による地下水汚染拡大防止区域であって、「地
下水汚染の拡大の防止」、「地下水の水質の測定」といった、汚染源
を直接措置しない場合には、完了要件を定めていません。これは、措
置を止めた場合に地下水汚染が拡大する懸念があるからになりますが、
要対策区域と重複しておらず、地下水汚染拡大防止区域の単独の場合、
当該要件の妥当性についてお聞かせください。

１

〇適当である（30％）
・濃い汚染がある区域については、適切に管理を継続することが必要と考えるため。
・措置を止めた場合に地下水汚染が拡大する懸念があるため。
・実務を行っていて、不都合が起きていないため。

〇緩和すべき（13％）
・健康被害の懸念がない場合、永久的な対策義務は厳しすぎる。
・完了要件を定めない対策は実質選択肢になりえず、要件が年単位の対策は事業者への負担が重い。
・健康影響のない案件での永久的水質の監視は、小規模事業者には費用面でも厳しい要件である。

〇その他（47％）
・地下水環境保全の観点だと汚染源に働き掛けない措置に完了要件は難しいと思う。
・敷地外に第２地下水基準を超える地下水が拡散しないことを証明できる場合は、モニタリングを完了して
もよいのでは。

回答：23区、24市（計47区市）
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２-２ 絞込み調査

回答割合質問／回答

はい：15区、３市平面絞込み調査結果を受けたことはありますか。また，平面絞込み
調査について、判断に苦慮した事例や指導で困ったことがあれば記載
して下さい。

２
〇制度の運用に関する課題
・絞り込み範囲の選定が適切なのか指針等を読んでも判断が難しい。
・法のガイドラインを参考にしているため、多くは汚染のおそれを考
慮せず採取地点を設定している。
〇その他
・相談無く絞り込みを実施された事例
・絞込みに失敗した場合はその結果を報告しないと断言された。

はい：14区、３市深度絞込み調査結果を受けたことはありますか。また，深度絞込み
調査について、判断に苦慮した事例や指導で困ったことがあれば記載
して下さい。

３
〇制度の運用に関する課題
・ガイドラインに絞込む間隔の許容値が規定しておらず苦慮した。
・深度を変化させても良いとあるが、具体的な記載が無い。
〇その他
・表層の調査しか行っていない土地で、深度調査及び深度絞り込みま
で年月が経過していた事例。

回答：23区、24市（計47区市）

回答：23区、24市（計47区市）
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２-３ 帯水層、 ３Ｒの推進

回答割合質問／回答

はい：７区土壌溶出量基準超過土壌が帯水層に接する場合に適用する平成31年環
境省告示第５号基準の適用で苦慮したことはありますか。

4

〇工事内容に関する課題
・どこが準不透水層であるのか問題になったことがある。
・第二溶出量基準不適合だが、帯水層では第二溶出量基準には適合して
いたため原位置浄化の際に遮水壁を設置しない計画がされ、措置の妥当
性の判断に苦慮した。
〇その他・意見
・低地部は地下水位が高いため、飲用井戸の評価を区別してほしい。

土壌の３Rを軸とした持続可能な土壌汚染対策を推進する上で、課題
や更なる合理化を進めるためにご意見等があれば記載してください。

5

〇認識不足に関する課題
・対策として一番掘削除去がわかりやすい面もあり選びやすいのでは。
〇土地取引との課題
・持続可能な対策は時間を要し、早く土地を売りたい場合に選びにくい。
・土地価格や借地の原状回復への影響もあり、理想論と土地取引の慣習
の乖離がある。
〇心情の課題
・「汚染=悪」という認識から微量の汚染も受け入れない考えが根強い。

回答：23区、24市（計47区市）



３．指定調査機関へのアンケート
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３-1 指定調査機関へのアンケート（行政協議 土壌汚染状況調査 計画立案時について）

回答割合質問/回答

土壌汚染調査を実施するにあたって、行政（区市町村や都）との協議等を実施す
るかとは思いますが、その際に困った事例はありますか。
〇制度運用上の課題
・「電子申請が原則」とHPに記載されていたが、窓口では情報量が多いため紙による提出
を求められた。
・法3条と条例116条について、両方の書類を揃えて提出するのは工数が多く感じる。
〇法や条例の解釈上の課題
・同様な状況（事業所の操業内容）の案件であっても区により対応が異なる。
・区画の統合の可否・絞込み調査について、法律では問題ない方法でも不可とされた。
・有害物質の取り扱いについて、法管轄部署と、条例管轄部署で異なる見解を示された。
・法12条提出の際、116条の提出を求める区と求めない区があり、手続きが異なる。

回答割合質問/回答

土壌汚染調査を実施するにあたって、調査計画立案時に困った事例はありますか。
〇制度運用上の課題
・例外的な3区画を除き、2区画までしか認めていないため、統合を認められない狭小区画1
区画のために1地点調査が必要とされる。
・10m単位区画1辺につき2地点設定し、濃度減衰が確認できた場合は絞り込み可能であると
指導を受けたが、このような指導は東京都だけである。
〇地下水に関する課題
・地下水調査を行う際の掘削深度に対して指針が無く、掘削深度の決定が困難である。
〇法や条例の解釈上の課題
・同一敷地内に条例区画と法区画が混在しており、個々に起点が定義されていることから調
査・対策の計画が煩雑になった事例がある。

7 2 2

はい いいえ 無回答

6 5

はい 無回答

5

5

2

制度運用 法や条例の解釈 その他

7社回答

2

2
2

1

制度運用 地下水
有害物質使用履歴 法や条例の解釈

6社回答

※回答の得られた11社の意見をとりまとめ

※回答の得られた11社の意見をとりまとめ
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３-2 指定調査機関へのアンケート（土壌汚染状況調査 現地調査時・調査結果について）

回答割合質問/回答
土壌汚染調査を実施するにあたって、現地調査時に困った事例はありますか。
〇施工条件に関する課題
・1階で有害物質を使用している事業所で、地下階及び地下階の下にピットがあるような状
況であっても試料採取が必要となるケースがある。
・ボーリング調査時の騒音問題。
〇制度運用上の課題
・土壌汚染状況調査を計画していたが、形質変更期間中も利用され続ける排水経路が含まれ
ており、土壌汚染状況調査をどのタイミングで実施すればよいか非常に困った。
〇その他
・発注者が敷地測量されていない事例が多く、調査計画後に現地で測量すると調査地点の調
整作業等が必要となる事例が多い。

回答割合質問/回答
土壌汚染調査を実施するにあたって、調査結果時（分析結果が出た時点や報告書作成時
等）に困った事例はありますか。
〇制度運用上の課題
・代表地下水調査と地下水調査について、調査結果シートや報告書内の記載が分かりにくい。
・過去の工場の状況が不明の場合の117条調査において、調査対象物質が明確にわからず、
窓口に相談すると判断がまちまちのケースがある。
〇法や条例の解釈上の課題
・条例と土対法での用語の違いがあり、読み替え表等が必要である。
〇その他
・調査対象地が広い場合等で、計量証明書、調査結果一覧表、調査結果図の作成とチェック
に時間を要することが多い。

5 4 2

はい いいえ 無回答

5 2 4

はい いいえ 無回答

3

1

2

施工条件 制度運用 その他

5社回答

42

1

制度運用 法や条例の解釈 その他

5社回答

※回答の得られた11社の意見をとりまとめ

※回答の得られた11社の意見をとりまとめ
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３-3 指定調査機関へのアンケート（土壌汚染対策工事 計画立案時・対策工事時について）

回答割合質問/回答
対策工事を実施するにあたって、計画立案時に困った事例はありますか。
〇制度運用上の課題
・水銀の土壌汚染があるとき、大気モニタリングの実施を指導されたが、このような指導は現
時点ではどこにも記載されていない
・単位区画内の平面絞り込みについて、汚染のおそれが比較的多い→低いの方向に向けてしか
できないのであれば、実質的に絞り込みができない。
〇施工条件に関する課題
・隣地に接した敷地境界部の掘削除去で山留め壁の施工が必要な場合、隣地に山留めを施工し
ないと全ての汚染土壌の除去ができないこと。
・操業中の工場等ではスペースに制限があり、14条申請をしたうえで汚染土壌を移動・仮置
きするのは操業継続への影響も大きく、簡単ではない場合も多い。
〇法や条例の解釈上の課題
・対策平面の絞り込みを条例でも認めてほしい（手引きに記載してほしい）。

回答割合質問/回答
対策工事を実施するにあたって、施工時に困った事例はありますか。
〇施工条件に関する課題
・狭小地では、作業スペースが取れず、全て汚染を取らないと区域指定解除ができないのに、
施工自体が困難なケースがある。
・道路管理者との協議で、「敷地境界までの掘削は不可」とされた事例が複数ある。
・敷地境界における対策時の行政窓口の見解の違い（環境局と道路管理者）。
・条例に従い拡散防止措置を実施していることを掲示、近隣説明、家屋調査して工事を実施し
ていたが、近隣から健康被害に対する不安を相談される。
〇その他
・土壌汚染対策中に廃棄物の混入が確認され、処分方法を再検討しなければならなくなった。

5 2 4

はい いいえ 無回答

5 2 4

はい いいえ 無回答

4
3

1

制度運用 施工条件 法や条例の解釈

5社回答

4

2

施工条件 その他
5社回答

※回答の得られた11社の意見をとりまとめ

※回答の得られた11社の意見をとりまとめ
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３-4 指定調査機関へのアンケート（その他）

質問/回答
地下水の利用状況にかかる要件について、３次元の概念を導入することについて

1

・帯水層が、土壌汚染が確認された位置と相当程度に離れているなどの理由があれば、3次元的に合理的な判断があって
もよい。
・汚染箇所ー当該井戸間の帯水層の連続性が正しく把握され評価される事が必要である。
・深さも考慮する方が現実に即していると考える。
・事業者にとって過度な対応にならないようにする必要があると考える。
起点や単位区画の位置や高さの表記や精度、区画名称等について、規格の統一について

2
・規格統一は望ましいと考える。できれば他の行政とも統一いただけると更に助かる。
・既往調査との兼ね合いについても対応方法を整備してほしい。
・起点の高さは座標が判れば高さは不要。起点ではなく、ボーリング調査地点の高さの情報が必要。
・起点の座標が1/100秒までの報告とあるが、秒までで十分と考える。
調査猶予制度についての意見

3

・土地を借りながら操業しているケースもあるので、猶予があった方が現実的には助かるのではないか。
・法と条例の差異は無くして頂きたい。（法と全く同じのものとして頂きたい。）
・調査猶予が調査契機の抜け道にならないような対応は必要と考える。
・116条にも「地歴調査」を導入し、廃止時は「地歴調査」は必ず実施・報告するが、土壌汚染により人の健康に係る被
害が生ずるおそれがない限りは試料採取等の「土壌汚染状況調査」を行わなくても良いなどの条件づけが必要かと思う。



４．現行条例制度の課題の抽出
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４-１ 現行条例制度の課題の抽出

１ 帯水層の考え方
２ 絞込み調査
３ 操業中における地歴調査、116条ただし書(調査猶予)

４ 地下水調査時の地下水採取
５ 地下水汚染拡大防止区域の措置完了
６ 規則55条3項地域

■平成31年改正条例の運用において生じた課題

■法制度と条例制度で共通の課題

※国において現在進行中の、法制度見直しの結果に起因して生じうる条例制度の課題については、
見直し内容の詳細が明らかになったのち、改めて抽出・検討を行う。
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４-２ 現行条例制度の課題の抽出（課題１）

課題１ 帯水層の考え方

検討委員会委員（Ｒ６）指定調査機関区市
・飲用井戸の三次元評価
について、地下構造物の
影響なども踏まえて、検
討が必要

・飲用の利用等の井戸
が異なる帯水層の場合
は、3次元の概念を考
慮してもよいと思う

・飲用しない浅い深度の地下水を浄化させるとい
う過度な不安を事業者に強いることには疑問
・考え方には賛同できるが、情報不足の現段階で
は実務として対応できるとは言い切れない
・どこが準不透水層であるのかが問題になったこ
とがある
・井戸スクリーン深度の把握方法が懸念事項

・飲用井戸の評価において、飲用利用が異なる帯水層であっても区別されていない。
・準不透水層の判断や井戸スクリーン深度の把握・判断が難しい。

• 帯水層や飲用井戸の判断については、施行通知やガイドラインの記載との整合の観
点から、国に対して法制度の見直しを意見中であり、当面は国の対応を注視

• 対策の要否に係る重要な論点であり、条例制度側で規定する場合は、本検討委員会
で議論

検討の進め方（案）



24

参考：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第3.1版）
準不透水層の定義（ガイドライン Appendix-12）
1.1 要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為
１ 土地の形質の変更に着手する前に、当該土地の形質の変更の範囲の側面を囲み、基準不適合土壌の下にある準不透水層（厚さ
が１メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒１マイクロメートル（1.0×10-6m／秒）以下である地層又はこれと同等以上の
遮水の効力を有する地層をいう。）・・・

ア.地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかな場合（ロ）周辺の飲用井戸に係る要件（抜粋）
「飲用利用」については、高濃度の地下水汚染が存在する可能性があり、飲用井戸等について、飲用頻度が低いことや何らか

の浄化処理が行われていることをもって安全が担保されているとは言えないことから、浄水処理の有無や飲用頻度によらず、当
該地下水が人の飲用利用に供されている場合は、ここでいう「飲用利用」に該当すると考えるべきである。
「地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域」とは、特定有害物質を含む地下水が
到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大き
く異なるものである。

参考：土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について（平成31年３月１日）

（３）人の健康に係る被害が生じるおそれ（ア）対象とする飲用井戸等
規則第 54 条第３項第１号表一の項下欄アの取水口においては、特定有害物質の性質を踏まえて、意図的に水分として摂取する
こと（調理の過程で食品に含まれるものを含む。）を「飲用」ととらえ、この目的のために日常的に利用する井戸を対象とする。
なお、水道等他の経路からの特定有害物質の摂取量も加味されて地下水基準が設定されていることから、当該井戸からの飲用量
は問わないこととする。規則第 54 条第３項第１号表一の項下欄イ及びウについては、それぞれ関係法令の定義により判断する。
ウの災害用井戸については、地域防災計画において飲用利用が明記されているものが該当し、非常時のみの飲用ではあるが多く
の住民が利用することから、対象とする。

参考：都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例等の施行について（通知）（令和６年３月22日）

４-２ 現行条例制度の課題の抽出（課題１）
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４-３ 現行条例制度の課題の抽出（課題２）

課題２ 絞込み調査について

指定調査機関区市
・汚染のおそれが多い→低いの方向に向けてし
かできないのであれば、実質的に絞込みができ
ない
・敷地境界に対して絞込みしたい場合にできな
い
・法律では問題ない方法でも不可と指導された

・指針等を読んでも判断が難しい
・具体な決まりがないため、調整が多い
・法を参考にしているため、汚染のおそれを考慮せず
採取地点を設定している
・調査したが絞り込めなかった場合の届出上の取扱い
が難しい

• 絞込み調査については、ガイドラインの記載との整合の観点から、国に対して法
制度の見直しを意見中であり、当面は国の対応を注視

• 措置完了の判断に係る重要な論点であり、条例制度側で規定する場合は、本検討
委員会で議論

検討の進め方（案）

・法令や指針に手順が定められておらず、関係者が対応に苦慮
・平面絞込みの場合、地歴を考慮しない地点で採取した試料をどう判断するのか
・絞り込む際の範囲が適正であるか（1m、0.5m、0.1m）
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４-３ 現行条例制度の課題の抽出（課題２）

参考：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第3.1版）

ウ さらに詳細な深度調査の実施
深度調査の実施地点は 5.3.2 (2) に示す手順で設定するが、

さらに詳細な深度調査を実施することを否定するものでは
ない。例えば、同一単位区画内で複数の深度調査を行うこ
とにより、同一単位区画内であっても基準不適合土壌が分
布する深さを変化させることができる。

また、単位区画内における措置対象範囲の絞り込みも可
能である。絞り込みの考え方の例を図 5.3.2-13 に示す。こ
の場合、絞り込みを行う地点は措置対象範囲の境界となり
得る地点であり、絞り込みのための調査では、ボーリング
調査を実施する必要がある。

また、ボーリング深度は、絞り込みの対象となる調査結
果の基準不適合土壌の深さより１ｍ以上深くする必要があ
る（図5.3.2-14）。ただし、措置対象範囲を絞り込む目的等
で土壌汚染状況調査の試料採取地点と同じ単位区画内の異
なる地点で詳細調査を行う場合は、汚染のおそれが生じた
場所の位置で深さ 50 cmまで（地表においては、表層及び
５～50 cm の均等混合）の土壌も採取する。






























